
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内           
陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引⽴て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします。 

４月から変わること 
４月。気持ちも新たに新しい年度をお迎えになられたことと思います。新⼊社員とし

て新しく社会に出た方々には、次世代の新戦⼒として⽻ばたくことを祈ってやみませ

ん。この４月からいろいろな法改正があります。すでにご存知で対処されているとい

うことも多いと思いますが、少しご紹介してまいります。 

⼥性の再婚禁⽌期間の廃⽌ 
離婚後 100 日間は再婚できないという規定が廃止されます。ちなみに 2015 年までは
再婚禁止期間は 6 か月でした。前夫の⼦どもの⼾籍となることを避けるために出⽣届
を出さずにいることで、⼦どもが無⼾籍となってしまうことを防ぐためだそうです。 

相続登記の義務化 

不動産について、相続開始から３年以内に相続登記が必要になります。10 万円以下の
過料という罰則以外に、不動産の売却が出来なくなる、債務がある場合などは債権者
に差し押さえされる可能性もあります。現在、登記簿上で所有者の所在が確認できな
い土地が２割にも上ると言われています。都市開発の妨げになること、固定資産税回
避のためにあえて登記しない、という理由も考えられるためといわれています。 

障害者雇用促進法・障害者差別解消法の改正 
⺠間企業における障害者の法定雇⽤率が 2.3％から 2.5％に引き上げられます。対象と
なる事業所の人数も 40 人以上と拡⼤されます。また、これまでは努⼒義務であった、
事業者における障害者に対する合理的配慮が完全義務化となります。障害を理由とし
て、⼀律に⼊店を拒否したり対応を断ったりすることが禁止されます。よく交通機関
や飲食店で問題になり炎上しています。不⽤意な対応をしないよう準備が必要です。 

労基法 

いわゆる 2024 年問題。特に建設や運転業務に関わる働き方改⾰について、最も皆さ
まが苦慮されていることと思います。また、労働条件の明示、裁量労働制の改正もあ
ります。就業場所や雇⽤形態についてなど労働条件通知書や雇⽤契約書などに記載す
ることが義務化されます。いろいろと思うことも多いですが、前向きな形で取組まれ
た事例があれば、ぜひご紹介ください。では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

さて問題です。鎌倉幕府の成立は西

暦何年でしょうか？ 

昭和の時代に学び、若いころに覚え

たこと、今でもハッキリ覚えているこ

とは多いものです。ところが、自分の

中で常識と思っていたことがいつの

間にか変わっていることがありま

す。アップデートしていますか？ 

聖徳太子→厩戸王。  和同開珎 

→富本銭。 仁徳天皇陵 →大仙

（大山）古墳。 [ｐＨ] ペーハー → 

ピーエイチ。リンカーン →リンカン。

ルーズベルト → ローズベルト。 

これらは歴史の教科書の表現。 

My name is 〇〇. →I am 〇〇. 教

え方も変わっているようです。  

3.14 →3.14 ヽ(^o^)丿「３」 の時代

は短かったようです。 

学校の環境も変わった所が多いよう

です。エアコン完備？ 体育座り禁

止？ 筆記体を習わない？（リットル

も「Ｌ」なんだそうです）。名簿の順番

は男女混合で「さん」付けで呼ぶ。あ

だ名や呼び捨ては禁止。連絡網の

廃止はだいぶ前からでしょうか？ 

SDGs、積極的に取組む学校が多い

ようです。給食は今でも楽しみなの

でしょうか？ さて冒頭の問題の回

答です。 イイ国（1192）→イイ箱

（1185）作ろう、だそうです。（浅井） 

料金別納郵便 
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経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

4 2024（令和6年）

国　税／ 3月分源泉所得税の納付 4月10日
国　税／ 2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 4月30日
国　税／ 8月決算法人の中間申告 4月30日
国　税／ 5月、8月、11月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合） 4月30日
地方税／ 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

 4月15日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 4月1日～4月20日
 または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／ 軽自動車税の納付
 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／ 労働者死傷病報告（休業4日未満：1月～3月分）
 4月30日

　e-Taxソフトにログインし申請を行うことで、
提出した申告書のPDFファイルが取得できる
サービス（手数料無料）。対象は、直近3年分（令
和2年分以降）の所得税及び復興特別所得税の
確定申告書及び修正申告書、青色申告決算書、
収支内訳書。利用の際はマイナンバーカード
が必要です。

ワンポイント 申告書等情報取得サービス

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

　
中
小
企
業
経
営
者
は
、
中
小
企
業

を
取
り
巻
く
情
勢
を
読
み
解
こ
う
と

腐
心
し
ま
す
。
で
は
、「
な
ぜ
企
業

経
営
者
が
情
勢
（
変
化
し
て
い
く
物

事
の
成
り
行
き
や
様
子
）
を
知
る
こ

と
が
大
事
な
の
か
？
」。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
古
い
話
に

な
り
ま
す
が
、
印
刷
業
界
団
体
の
役

員
で
あ
る
K
社
長
は
１
９
９
０
年

代
、デ
ジ
タ
ル
製
版
の
黎
明
期
に「
こ

れ
か
ら
は
デ
ジ
タ
ル
時
代
が
や
っ
て

く
る
」
と
仲
間
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
仲
間
の

反
応
は
、
①
デ
ジ
タ
ル
製
版
は
自
分

た
ち
の
職
人
技
を
超
え
な
い
と
否
定

す
る
者
、
②
率
先
し
て
デ
ジ
タ
ル
製

版
に
取
り
組
む
者
、
③
変
化
に
ま
っ

た
く
興
味
を
示
さ
な
い
者
の
３
タ
イ

プ
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
30
年
後
、
会
社
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
変
化
に
ま
っ
た
く
興
味
を

示
さ
な
か
っ
た
タ
イ
プ
で
し
た
。
一

方
、
否
定
派
は
常
に
デ
ジ
タ
ル
化
を

見
つ
め
警
戒
し
て
い
た
の
で
対
応
を

果
た
せ
た
の
で
す
。

　
変
化
に
向
き
合
う
姿
勢
は
、
各
企

業
で
様
々
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
後
の
中

小
企
業
を
取
り
巻
く
経
済
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
中
小
企
業
団
体
に
長
年
勤
め
て
い

る
H
氏
は
、「
中
小
企
業
白
書
（
中

小
企
業
庁
発
表
）」
を
熟
読
し
ヒ
ン

ト
を
得
て
い
ま
す
。

　
H
氏
は
、「
中
小
企
業
白
書
は
、

中
小
企
業
の
動
向
を
調
査
・
分
析
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
い
つ
の
間
に

か
中
小
企
業
の
全
体
の
流
れ
が
そ
の

よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
い
く
の
で
、

重
視
し
て
い
る
」と
話
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、「
中
小
企
業
白
書
は
、

従
来
、〝
こ
う
進
め
る
べ
き
で
は
な

い
か
〞
と
い
っ
た
教
え
る
論
調
だ
っ

た
が
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
で
は
、〝
各

企
業
が
持
っ
て
い
る
力
を
発
揮
し
て

欲
し
い
〞、
と
い
っ
た
期
待
す
る
姿

勢
に
な
っ
て
い
る
」と
話
し
ま
す
。

　
さ
て
、
中
小
企
業
白
書
２
０
２
３

年
版（
以
下
、
２
０
２
３
年
版
白
書
）

を
参
考
に
今
後
の
中
小
企
業
の
経
済

動
向
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

一
　
２
０
２
３
年
版
白
書
の
概
要

〈
目
次
〉

１
　
令
和
４
年
度（
２
０
２
２
年
度
）

の
中
小
企
業
の
動
向
　

２
　
変
革
の
好
機
を
捉
え
て
成
長
を

遂
げ
る
中
小
企
業

３
　
令
和
４
、５
年
度
の
中
小
企
業

施
策

　
中
小
企
業
白
書
の
構
成
は
、
ほ
ぼ

毎
年
同
じ
（
三
部
建
て
）
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
第
一
部
は
、
年
度
を
振
り
返
っ
て

経
済
情
勢
が
マ
ク
ロ
的
に
ど
う
で

あ
っ
た
か
の
記
述
で
す
。

　
第
二
部
が
メ
イ
ン
と
な
り
、
そ
の

年
の
課
題
で
白
書
作
成
者
の
意
図
が

出
ま
す
。

　
第
三
部
は
、
い
ま
行
い
つ
つ
あ
る

政
策
及
び
、
今
後
や
ろ
う
と
す
る
政

策
の
紹
介
で
す
。

二
　
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の

動
向（
価
格
転
嫁
）

　
２
０
２
３
年
版
白
書
は
、
中
小
企

業
の
実
質
生
産
性
は
、
大
企
業
と
変

ら
な
い
、
む
し
ろ
大
企
業
の
生
産
性

よ
り
高
い
。
し
か
し
、
価
格
転
嫁
が

出
来
て
い
な
い
。
こ
れ
を
図
を
用
い

て
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
か

な
り
踏
み
込
ん
だ
意
見
だ
と
思
い
ま

す
。

　
説
明
で
は
、

　「
―
厳
し
い
事
業
環
境
の
中
で
、

中
小
企
業
の
価
格
転
嫁
力
は
足
元
で

は
、
総
じ
て
価
格
転
嫁
の
状
況
は
改

善
し
つ
つ
あ
る
が
、
労
務
費
や
エ
ネ

ル
ギ
ー
価
格
の
転
嫁
に
課
題
―
」

　
そ
し
て
図
に
よ
り
、
価
格
転
嫁
が

出
来
て
い
な
い
た
め
、
生
産
性
が
低

い
と
い
う
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
ま

す
。

　
図
を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の

よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。

「
前
年
度
、
大
企
業
は
一
分
間
に
製

品
を
１
個
作
る
、
そ
し
て
中
小
企
業

も
同
様
に
１
個
作
る
と
し
ま
す
。
そ

し
て
、
大
企
業
も
中
小
企
業
も
今
年

度
は
生
産
性
が
上
が
り
、
大
企
業
は

２
個
作
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
小
企

業
の
方
は
３
個
作
り
ま
し
た
。

中小企業を取り巻く
経済情勢　　　　　
～中小企業白書を参考に～



3─4月号

　
そ
し
て
、
販
売
時
、
大
企
業
は
高

く
売
っ
て
い
る
一
方
、
中
小
企
業
は

前
年
よ
り
安
く
売
っ
て
い
る
。

　
最
終
的
な
付
加
価
値
は
金
額
で
見

る
こ
と
か
ら
、
中
小
企
業
の
生
産
性

は
上
が
っ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
図
で
は
、
次
の
こ
と
を
説
明
し
て

い
ま
す
。

　
16

－

18
（
年
度
）
に
お
け
る
大
企

業
製
造
業
の
名
目
付
加
価
値
は
１
・

６
％
、
実
質
労
働
生
産
性
と
価
格
転

嫁
力
の
両
指
標
が
と
も
に
プ
ラ
ス
。

一
方
、
中
小
企
業
製
造
業
の
名
目
付

加
価
値
は
１
・
１
％
、
実
質
労
働
生

産
性
は
プ
ラ
ス
で
す
が
価
格
転
嫁
力

が
マ
イ
ナ
ス
の
指
標
で
す
。

　
結
果
、
名
目
付
加
価
値
は
、
大
企

業
製
造
業
が
中
小
企
業
製
造
業
を
上

回
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
　
中
小
企
業
の
デ
ジ
タ
ル
化
促
進

に
向
け
た
取
組

　
２
０
２
１
年
版
白
書
で
は
、
デ
ジ

タ
ル
化
に
向
け
た
全
社
的
な
意
識
の

醸
成
や
経
営
者
の
積
極
的
な
関
与
の

重
要
性
を
調
査
し
て
お
り
、
２
０
２

２
年
版
白
書
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
取

組
み
状
況
を
４
つ
の
段
階
に
分
類

し
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
取
組
を
進
展
さ

せ
た
企
業
が
、
一
定
数
見
ら
れ
た
こ

と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
２
０
２
３
年
版
白
書
で

は
、
過
去
２
年
間
の
白
書
の
調
査
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
中
小
企
業
が
デ
ジ

タ
ル
化
の
取
組
み
を
進
展
さ
せ
る
た

め
の
戦
略
や
デ
ジ
タ
ル
人
材
等
の
分

析
を
し
て
い
ま
す
。

　
分
析
結
果
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、

〝
デ
ジ
タ
ル
化
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
〞、

〝
い
ざ
導
入
さ
れ
て
も
活
用
で
き
て

い
な
い
こ
と
〞。
そ
し
て
、
さ
ら
に

D
X
化
が
遅
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

デ
ジ
タ
ル
化
は
、
一
括
り
で
説
明
出

来
な
い
幅
広
い
課
題
で
あ
り
、
生
産

性
に
ど
の
よ
う
に
役
立
っ
て
い
る
の

か
（
因
果
関
係
）
を
明
ら
か
に
す
る

の
は
相
当
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
経
営
者
の
方
で
様
々
な
見
解
は
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
２
０
２
３
年
版

白
書
の
分
析
の
中
で
注
目
す
べ
き
点

を
紹
介
し
ま
す
。

①
　
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
展
し
て
い
る

企
業
で
は
、
経
営
者
が
自
ら
デ
ジ

タ
ル
化
を
推
進
し
て
い
る
。

　
　
経
営
者
が
自
ら
意
識
し
て
い
る

事
が
推
進
の
カ
ギ
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
業

務
の
棚
卸
な
ど
を
戦
略
的
に
実
施

す
る
こ
と
で
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る

効
果
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

②
　
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
・
育
成

に
向
け
た
取
組
み
を
実
施
し
て
い

る
企
業
ほ
ど
人
材
の
確
保
が
出
来

て
い
る
。

四
　
最
後
に

　
政
府
は
東
日
本
大
震
災
後
、
中
小

企
業
政
策
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
進
め

て
き
て
い
ま
す
。

　
経
営
者
の
皆
様
は
、
自
身
の
会
社

の
課
題
に
向
き
合
う
際
に
は
、
中
小

企
業
支
援
策
等
を
参
考
に
し
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

一人当たり名目付加価値額上昇率とその変動要因
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大企業製造業 中小製造業

中小企業白書2023より



4 月号─4

一

　制
度
の
概
要

　
相
続
に
よ
り
土
地
を
取
得
し
た
も

の
の
、
そ
の
土
地
か
ら
遠
く
に
住
ん

で
い
て
利
用
で
き
な
い
こ
と
や
、
管

理
の
負
担
が
大
き
い
こ
と
な
ど
の
理

由
で
、
そ
の
土
地
を
手
放
し
た
い
と

い
う
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
土
地
が
管
理
で
き
な
い

ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
所
有
者

不
明
土
地
に
な
る
こ
と
を
予
防
す
る

た
め
、
相
続
な
ど
に
よ
っ
て
土
地
の

所
有
権
を
取
得
し
た
相
続
人
が
一
定

の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
土
地
を
手
放
し
て
国
庫
に
帰
属
さ

せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
制
度
が「
相

続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
」で
す
。

二

　手
続
き
の
流
れ

　
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
は
、
相

続
又
は
遺
贈
に
よ
っ
て
土
地
の
所
有

権
や
共
有
持
分
を
取
得
し
た
人
が
手

続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
制
度
に
お
け
る
遺
贈
と
は
、
遺
言

に
よ
り
特
定
の
相
続
人
に
財
産
の
一

部
や
全
部
を
譲
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
手
続
き
は
、
相
続
な
ど
に
よ
っ
て

取
得
し
た
土
地
の
所
有
権
を
国
庫
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認

を
、
法
務
大
臣
に
対
し
て
申
請
を
し

ま
す
。
実
際
に
申
請
を
す
る
際
の
申

請
先
は
、
承
認
申
請
を
受
け
よ
う
と

す
る
土
地
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の

法
務
局
・
地
方
法
務
局
（
本
局
）
の

不
動
産
登
記
部
門
で
す
。
法
務
局
・

地
方
法
務
局
の
支
局
や
出
張
所
で
は

受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
審
査
手
数
料
と
し
て
、
土

地
一
筆
あ
た
り
１
万
４
０
０
０
円
が

必
要
で
す
。
ま
た
申
請
を
す
る
際
に

は
、
法
務
局
に
事
前
相
談
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
申
請
を
受
け
た
法
務
大
臣
は
、
審

査
の
た
め
に
必
要
と
判
断
し
た
と
き

は
、
法
務
局
の
担
当
官
に
調
査
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、

承
認
申
請
さ
れ
た
土
地
が
、
通
常
の

管
理
や
処
分
を
す
る
よ
り
も
多
く
の

費
用
や
労
力
が
か
か
る
土
地
と
し
て

法
令
に
規
定
さ
れ
た
も
の
に
当
た
ら

な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
、
そ
の
土
地

手
続
の
流
れ

①

　事
前
相
談

　土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

法
務
局（
本
局
）に
相
談

②

　承
認
申
請

　申
請
権
者
は
、
相
続
又
は
遺

贈
（
相
続
人
に
対
す
る
遺
贈
に

限
る
）
に
よ
り
土
地
を
取
得
し

た
者　（

承
認
申
請
書
の
提
出
・
審

査
手
数
料
の
納
付
）

③

　要
件
審
査
・
承
認

　法
務
局
担
当
官
に
よ
る
調
査

（
書
面
調
査
・
実
地
調
査
）

④

　負
担
金
を
納
付

　金
額
は
10
年
分
の
土
地
管
理

費
相
当
額
で
、
通
知
が
到
達
し

た
翌
日
か
ら
30
日
以
内
に
納
付

⑤

　国
庫
帰
属

　所
有
権
移
転
後
は
、
財
務
大

臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
が
管

理
・
処
分
を
行
う

の
所
有
権
が
国
庫
に
帰
属
さ
れ
る
こ

と
が
承
認
さ
れ
ま
す
。
承
認
を
受
け

た
人
が
一
定
の
負
担
金
を
国
に
納
付

す
る
と
、
そ
の
土
地
の
所
有
権
が
国

庫
に
帰
属
し
ま
す（
表
参
照
）。

相続土地　　
国庫帰属制度

表　負担金の算定方法

右記以外の土地
一部の市街地（注1）
の宅地　　　　　　

一部の市街地（注1）　
農用地区域等の田、畑

森林

面積にかかわら
ず、20万円

面積に応じ算定（注2）
例） 100㎡：約55万円
 200㎡：約80万円

面積に応じ算定（注2）
例） 500㎡：約72万円
 1,000㎡：約110万円

面積に応じ算定（注2）
例） 1,500㎡：約27万円
 3,000㎡：約30万円

（注1）都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
（注2）面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡あたりの負担金額は低くなる



5─4月号

　
却
下
要
件
は
、
①
建
物
が
あ
る
土

地
、
②
担
保
権
や
使
用
収
益
権
が
設

定
さ
れ
て
い
る
土
地
、
③
他
人
の
利

用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
土
地
、
④
特

定
有
害
物
質
に
よ
り
土
壌
汚
染
さ
れ

て
い
る
土
地
、
⑤
境
界
が
明
ら
か
で

な
い
土
地
・
所
有
権
の
存
否
や
帰
属
、

範
囲
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
土
地
、

の
５
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
に
つ
い
て

は
、
承
認
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

　
不
承
認
要
件
は
、
①
一
定
の
勾
配

や
高
さ
の
崖
が
あ
り
、
か
つ
管
理
に

過
分
な
費
用
や
労
力
が
か
か
る
土

地
、
②
土
地
の
管
理
や
処
分
を
阻
害

す
る
有
体
物
が
地
上
に
あ
る
土
地
、

③
土
地
の
管
理
や
処
分
の
た
め
に
、

除
去
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
有
体
物

が
地
下
に
あ
る
土
地
、
④
隣
接
す
る

土
地
の
所
有
者
等
と
の
争
訟
に
よ
ら

な
け
れ
ば
管
理
・
処
分
が
で
き
な
い

土
地
、
⑤
そ
の
他
、
通
常
の
管
理
や

処
分
に
当
た
っ
て
過
分
な
費
用
や
労

力
が
か
か
る
土
地
、
の
５
つ
が
あ
り

ま
す
。
審
査
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
と
判
断
さ

れ
る
と
、
国
庫
帰
属
を
不
承
認
と
す

る
処
分
が
さ
れ
ま
す
。

三

　申
請
が
で
き
る
人

　
こ
の
制
度
に
つ
い
て
の
申
請
が
で

き
る
人
は
、
相
続
又
は
相
続
人
に
対

す
る
遺
贈
に
よ
っ
て
土
地
を
取
得
し

た
人
で
す
。
売
買
な
ど
の
よ
う
に
相

続
等
以
外
の
原
因
で
自
ら
土
地
を
取

得
し
た
人
や
、
相
続
等
に
よ
り
土
地

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
法
人

は
、
基
本
的
に
こ
の
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
相
続
等
に
よ
り
土
地
の
共
有
持
分

を
取
得
し
た
共
有
者
は
、
共
有
者
の

全
員
が
共
同
し
て
申
請
を
行
う
こ
と

で
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
売
買
な
ど
に
よ
り

共
有
持
分
を
取
得
し
た
共
有
者
が
い

る
場
合
で
も
、
相
続
等
に
よ
り
共
有

持
分
を
取
得
し
た
共
有
者
が
い
る
と

き
は
、
共
有
者
の
全
員
が
共
同
し
て

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

　引
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

　土
地

　
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
で
は
、

申
請
の
段
階
で
直
ち
に
却
下
と
な
る

土
地
（
却
下
要
件
）
と
、
審
査
の
段

階
で
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合

に
不
承
認
と
な
る
土
地
（
不
承
認
要

件
）が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①相続等により所有権の全部を取得した所有者 ②相続等により所有権の一部を取得した者
　父Xから子Aが相続により土地を取得 父Xから子A・子Bが購入し、子Bが子Aの持分を相続により取得

単独所有の場合

共有の場合

単独所有

①相続等により共有持分の全部を取得した共有者
父Xから子A、Bが相続により土地を取得

②相続等により共有持分の一部を取得した共有者
第三者Yから父X、子Aが購入し、父Xの持分を子A、Bが相続により取得

（法務省資料）

子A

単独所有

父X 父X 子A 子B 子B

単独所有

子A 子B

相続 相続売却

申請可

単独所有

父X

単独所有

第三者Y

相続 売却 相続

申請可

申請可

申請可

申請可
申請可

Aの持分1/2
B の持分1/2

Aの持分1/2
B の持分1/2

父 X 子A

Xの持分1/2
Aの持分1/2

子 A 子B

Aの持分3/4（うち相続1/4）
B の持分1/4（相続）

単独所有
（うち相続1/2）

相続により取得した
持分を有するため

※　共有者がいるときは、　共有者の全員が共同して申請

③相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者
第三者Yから父X、法人Zが土地を購入し、父Xの持分を子Aが相続により取得

単独所有

第三者Y

Xの持分1/2
Z の持分1/2

父 X 法人 Z

Aの持分1/2（相続）
Z の持分1/2

子 A 法人 Z

売却 相続

申請可 申請可
本来申請権限を有しな
いが、子Aと共同申請す
ることにより申請可能

申請ができる人の具体例



4 月号─6

⑵

　保
険
給
付
の
名
称

　
給
付
名
の
「（
補
償
）」
は
、
業
務

災
害
と
通
勤
災
害
の
保
険
給
付
の
名

称
の
違
い
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
業
務
災
害
に
よ
り
療
養

を
受
け
る
場
合
は
「
療
養
補
償
等
給

付
」、
通
勤
災
害
の
場
合
は「
療
養
給

付
」
と
な
り
ま
す
（
通
勤
災
害
の
給

付
名
に
は
「
補
償
」
の
文
字
が
あ
り

ま
せ
ん
。）。
ま
た
、⑤
に
つ
い
て
は
、

業
務
災
害
は「
葬
祭
料
等
」、
通
勤
災

害
は「
葬
祭
給
付
」と
な
り
ま
す
。

二

　保
険
給
付
の
概
要

　
個
々
の
給
付
を
見
て
い
き
ま
す
。

給
付
名
は
、
業
務
災
害
の
時
に
支
給

さ
れ
る
も
の
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

⑴

　療
養
補
償
等
給
付

①

　給
付
内
容

　
　
治
療
、
入
院
、
薬
剤
の
支
給
な

ど
が
該
当
し
、
傷
病
が
治
ゆ
（
完

全
に
治
っ
た
時
の
ほ
か
、
医
療
効

果
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
状
態

も
該
当
し
ま
す
。）
す
る
ま
で
給

付
さ
れ
ま
す
。

②

　留
意
点

　
　
労
災
病
院
や
労
災
保
険
指
定
医

療
機
関
・
薬
局
等
（
以
下
「
指
定

医
療
機
関
等
」）
で
治
療
等
を
受

け
た
か
否
か
に
よ
り
給
付
方
法
が

異
な
り
ま
す
。
指
定
医
療
機
関
等

で
治
療
等
を
受
け
た
時
は
、
無
料

で
治
療
や
薬
剤
の
支
給
が
受
け
ら

れ
ま
す
（
現
物
給
付
）。
指
定
医

療
機
関
等
以
外
で
治
療
を
受
け
た

時
は
、
療
養
に
か
か
っ
た
費
用
を

一
旦
窓
口
で
支
払
い
、
事
後
に
療

養
に
か
か
っ
た
費
用
相
当
額
が
、

被
災
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
　
業
務
災
害
と
通
勤
災
害
の
保
険

給
付
は
、
原
則
と
し
て
同
じ
内
容

で
す
が
、
通
勤
災
害
に
よ
り
療
養

給
付
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
者
が

初
回
の
休
業
給
付
を
受
け
る
際
に

一
部
負
担
金
と
し
て
２
０
０
円

（
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
つ
い
て

は
１
０
０
円
）
が
減
額
さ
れ
る
点

が
異
な
り
ま
す
。

③

　他
制
度
と
の
違
い

　
　
業
務
外
の
傷
病
の
時
は
「
健
康

保
険
」
の
対
象
と
な
り
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
健
康
保
険
被
保
険
者

証
を
提
示
し
て
治
療
等
を
受
け
、

一
部
負
担
金
（
３
割
負
担
等
）
を

支
払
い
ま
す
。
労
災
保
険
に
は「
被

保
険
者
証
」
が
な
く
、
ま
た
、
健

康
保
険
の
よ
う
な
一
部
負
担
金

（
３
割
負
担
等
）が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
労
災
保
険
の
場
合
は
、「
療
養

の
給
付
請
求
書
」
を
指
定
医
療
機

関
等
に
提
出
（
指
定
医
療
機
関
等

以
外
で
治
療
を
受
け
た
時
は
、「
療

養
の
費
用
請
求
書
」
を
労
働
基
準

監
督
署
に
提
出
）し
ま
す
。

　
　
病
院
で
治
療
等
を
受
け
る
時

は
、
労
災
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て

治
療
を
受
け
ま
す
。

⑵

　休
業
補
償
等
給
付

①

　給
付
内
容

　
　
療
養
の
た
め
労
働
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
賃
金
を
受
け
ら
れ
な
い

時
に
、
休
業
４
日
目
か
ら
、
休
業

１
日
に
つ
き
給
付
基
礎
日
額（
※
）

の
60
％
相
当
額
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

※
　
給
付
基
礎
日
額
は
、
労
働
基

準
法
の
平
均
賃
金
に
相
当
す
る

額
を
い
い
ま
す
。
原
則
、
事
故

発
生
日（
算
定
事
由
発
生
日
）の

直
前
３
か
月
間
の
賃
金
を
、
そ

の
期
間
の
暦
日
数
で
割
っ
て
算

出
し
た
１
日
あ
た
り
の
額
で
す
。

②

　留
意
点

　
　
休
業
開
始
か
ら
最
初
の
３
日
間

は
、
労
災
保
険
か
ら
休
業
補
償
等

給
付
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
業
務

災
害
の
場
合
は
、
こ
の
３
日
間
に

対
し
、
事
業
主
が
休
業
補
償
（
１

日
に
つ
き
平
均
賃
金
の
60
％
）
を

支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
労
災
保
険
は
、
労
働
者
の
業
務
上

又
は
通
勤
に
よ
る
傷
病
等
に
対
し
て

保
険
給
付
等
を
行
う
制
度
で
す
。

　
今
回
は
、
労
災
保
険
の
保
険
給
付

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

一

　保
険
給
付
の
種
類
等

⑴

　保
険
給
付
の
種
類

　
労
災
保
険
の
保
険
給
付
の
種
類
に

は
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①
　
療
養（
補
償
）等
給
付

②
　
休
業（
補
償
）等
給
付

③
　
障
害（
補
償
）等
給
付

④
　
遺
族（
補
償
）等
給
付

⑤
　
葬
祭
料
等（
葬
祭
給
付
）

⑥
　
傷
病（
補
償
）等
年
金

⑦
　
介
護（
補
償
）等
給
付

⑧
　
二
次
健
康
診
断
等
給
付

労災保険
の給付　



7─4月号

⑶

　障
害
補
償
等
給
付

①

　給
付
内
容

　
　
障
害
補
償
等
給
付
は
、
傷
病
が

治
ゆ
し
た
後
に
残
っ
た
障
害
の
程

度
に
よ
り
、「
年
金
」
又
は
「
一
時

金
」と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
障
害
の
程
度
が
重
い
時
は
、
障

害
の
程
度
に
応
じ
第
1
級
（
給
付

基
礎
日
額
の
３
１
３
日
分
）
か
ら

第
7
級
（
同
１
３
１
日
分
）
の
障

害
補
償
等
年
金
が
毎
年
支
給
さ
れ

ま
す
。障
害
の
程
度
が
軽
い
時
は
、

障
害
の
程
度
に
応
じ
第
８
級
（
給

付
基
礎
日
額
の
５
０
３
日
分
）
か

ら
第
14
級
（
同
56
日
分
）
の
障
害

補
償
等
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
一
度
限
り
で
す
。

②

　留
意
点

　
　
年
金
は
、
年
６
期
（
偶
数
月
）

に
分
け
て
支
払
わ
れ
ま
す
。
後
述

の
遺
族
補
償
等
年
金
及
び
傷
病
補

償
等
年
金
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

⑷

　遺
族
補
償
等
給
付

①

　給
付
内
容

　
　
被
災
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の

収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て

い
た
配
偶
者
・
子
・
父
母
・
孫
・

祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
が
、
遺
族
補

償
等
給
付
の
受
給
資
格
者
と
な
り

ま
す
。
妻
以
外
の
遺
族
に
つ
い
て

は
、
被
災
労
働
者
の
死
亡
の
当
時

に
一
定
の
高
齢
又
は
年
少
で
あ
る

か
、
或
い
は
一
定
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
、
年

齢
・
障
害
の
有
無
に
よ
る
順
位
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
遺
族
補
償

等
年
金
は
、
遺
族
の
数
及
び
年
齢

に
応
じ
て
給
付
基
礎
日
額
の
１
５

３
日
分
か
ら
２
４
５
日
分
と
さ

れ
、
受
給
資
格
者
の
う
ち
最
先
順

位
者
に
対
し
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
な
お
、
遺
族
補
償
等
年
金
を
受

け
る
遺
族
が
い
な
い
場
合
（
例
え

ば
、
受
給
資
格
者
の
中
に
妻
や
一

定
年
齢
・
障
害
の
状
態
を
満
た
す

受
給
資
格
者
が
い
な
い
）、
ま
た

は
、
既
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償

等
年
金
の
額
が
、
給
付
基
礎
日
額

の
１
０
０
０
日
分
に
満
た
な
い
場

合
は
、
一
定
範
囲
の
遺
族
に
対
し

て
給
付
基
礎
日
額
の
１
０
０
０
日

分
又
は
給
付
基
礎
日
額
の
１
０
０

０
日
分
か
ら
既
に
支
給
さ
れ
た
遺

族
補
償
等
年
金
の
額
を
差
し
引
い

た
金
額
が
、
遺
族
補
償
等
一
時
金

と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

②

　留
意
点

　
　
遺
族
補
償
等
年
金
は
、
受
給
資

格
者
の
う
ち
最
先
順
位
者
が
死
亡

や
再
婚
な
ど
で
受
給
権
を
失
う

と
、
そ
の
次
の
順
位
の
者
が
受
給

権
者
と
な
り
ま
す（
こ
れ
を「
転
給
」

と
い
い
ま
す
。）。

⑸

　葬
祭
料
等

　
死
亡
し
た
労
働
者
の
葬
祭
を
行
う

者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給
額
は
、

31
万
５
０
０
０
円
に
給
付
基
礎
日
額

の
30
日
分
を
加
え
た
額
（
そ
の
額
が

給
付
基
礎
日
額
の
60
日
分
に
満
た
な

い
場
合
は
、
給
付
基
礎
日
額
の
60
日

分
）で
す
。

⑹

　傷
病
補
償
等
年
金

①

　給
付
内
容

　
　
傷
病
等
の
療
養
開
始
後
1
年
6

か
月
を
経
過
し
た
日
又
は
そ
の
日

以
後
、
一
定
の
傷
病
等
級
に
該
当

す
る
時
は
、
傷
病
等
級
に
応
じ
て

給
付
基
礎
日
額
の
３
１
３
日
分
か

ら
２
４
５
日
分
の
傷
病
補
償
等
年

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

②

　留
意
点

　
　
療
養
中
の
傷
病
が
治
ゆ
し
、
障

害
が
残
っ
た
場
合
は
、
前
述
の
障

害
補
償
等
給
付
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

⑺

　介
護
補
償
等
給
付

①

　給
付
内
容

　
　
障
害
補
償
等
年
金
又
は
傷
病
補

償
等
年
金
の
受
給
者
の
う
ち
、
一

定
の
障
害
を
有
し
、
現
に
介
護
を

受
け
て
い
る
場
合
に
介
護
費
用
の

支
出
額
（
上
限
額
が
あ
り
ま
す
。）

に
相
当
す
る
額
が
、
介
護
補
償
等

給
付
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

②

　留
意
点

　
　
親
族
等
の
介
護
を
受
け
て
い
る

者
で
、
介
護
費
用
を
支
出
し
て
い

な
い
場
合
又
は
支
出
額
が
最
低
保

障
額
を
下
回
る
場
合
は
、
一
律
に

そ
の
最
低
保
障
額
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
上
限
額
及
び
最
低
保
障
額

は
、
常
時
介
護
と
随
時
介
護
の
場

合
で
異
な
り
ま
す
。

⑻

　二
次
健
康
診
断
等
給
付

　
事
業
主
が
行
っ
た
直
近
の
定
期
健

康
診
断
等
（
一
次
健
康
診
断
）
に
お

い
て
、
一
定
の
状
態
に
あ
る
時
（
血

圧
検
査
等
の
一
定
項
目
の
全
て
に
異

常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
、
か

つ
、
脳
血
管
疾
患
又
は
心
臓
疾
患
の

症
状
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
）
に
、
二
次
健
康
診
断
及
び
特
定

保
健
指
導
の
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。

三

　特
別
支
給
金
の
支
給

　
労
災
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
一
定

要
件
を
満
た
す
時
は
、
保
険
給
付
の

ほ
か
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し

て
「
特
別
支
給
金
」
が
併
せ
て
行
わ

れ
ま
す
。



4 月号─8

　一言で中小企業の経営相談と言っても従
業員100名以上の大きな企業や、1人、2
人で活動している小さな企業もあり、これ
らの全てに相談所を設置するのは無理があ
るかもしれません。しかし、アフターコロ
ナにおける中小企業政策は、企業の変革を
求めており、支援機関の充実により経営者
支援を行うという意図が伺えます。
　中小企業庁は、支援機関による支援の実
態調査を行いました（図参照）。この図を
見て、初めて「よろず支援拠点」という名
前を聞いた方もいるかもしれません。
　よろず支援拠点は近年、各都道府県が経
営相談のハブとして設置し、徐々に成果を
挙げつつあります。
　以下、2つの機関を紹介します。
①　商工会・商工会議所は経営者が経営改
善を行おうとする場合に気軽に利用でき
る点があります。商工会・商工会議所は

税務、法務相談の窓口を併設し、日本政
策金融公庫等幅広い分野で接点があるの
が強みです。
②　よろず支援拠点は専門家の活用を組み
合わせ経営課題を解決していく機関です
ので相談者が、「販路開拓、マーケティ
ング」や、「人材採用、育成」、といった
課題を把握しているとかなり踏み込んだ
回答が得られると思います。

中小企業の支援機関

　サブスクビジネス（サブスクリプション
ビジネス）は、①一定料金で様々な便益を
提供、②一定料金で安定した収入、特定の
顧客だけを見て商売ができる、③近接異業
種との“ウインウイン”の連携が可能です。
　つまり、サブスクリプション経営は「顧
客数」、「顧客単価」、「契約期間」の3つで
収益と安定化を図ります。
【シェア＆サブスクの事例・C社】
　利用ガイド「～月額9800円でベンツも
ポルシェも1時間680円で乗り放題！高級
車オーナーは自分の車を貸して車賃を取る
ことも可能！～」
　車の所有が自由化され、車を共存共有す
ることができるようになりました。利用者
は月額と時間当たりの料金を支払うことで
乗りたい高級車を好きな時に好きなだけ乗
ることができます。一方、高級車の所有者
は権利収入が得られます。
　今後、サブスクリプションビジネスの拡
大が考えられます。

サブスクビジネス
　I
T
経
営
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
（
中
小
機

構
）
が
運
営
す
る
、
簡
易
で
気
軽
に

I
T
利
活
用
・
導
入
に
つ
い
て
相

談
で
き
る
Z
o
o
m
を
使
用
し
た

オ
ン
ラ
イ
ン
面
談
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　実
務
経
験
豊
富
な
I
T
の
専
門

家
が
中
小
企
業
経
営
者
等
の
I
T

利
活
用
・
導
入
に
つ
い
て
の
課
題
を

〝
I
T
戦
略
ナ
ビ
〞
等
を
活
用
し
て

整
理
・
見
え
る
化
し
た
り
、「
自
分

で
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
調

べ
た
が
、
ど
れ
が
自
社
に
合
っ
て
い

る
か
分
か
ら
な
い
」
や
「
自
社
で
販

売
管
理
シ
ス
テ
ム
と
会
計
シ
ス
テ
ム

を
利
用
中
だ
が
、
連
携
が
で
き
て
い

な
い
」
と
い
っ
た
個
別
具
体
的
な
相

談
に
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
答
え
る
な
ど
、

解
決
に
向
け
た
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ

ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　相
談
は
予
約
制
（
相
談
時
間
は
60

分
）で
、
費
用
は
無
料
で
す
。

I
T
経
営
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

支援機関別に見た、相談員一人当たり支援件数

（件 /月）
中小企業白書 2023 より

全　体 29.0 

商工会・商工会議所 40.2

よろず支援拠点 50.7

税・法務関係士業 7.2

中小企業診断士 13.0

金融機関 10.4

その他 20.4

発行


